
本総合評価基準に列記した詳細評価基準は、すべて加点の対象項目である。

項目番号 評価項目 基礎点 評価得点 得点合計

2,080 520 2,600

（性能・機能に関する評価項目） 1,800 450 2,250

1-1 天井壮行式Cアーム装置に関する評価 160 30 190

1-2 被験者テーブルに関する評価 140 60 200

1-3 X線高電圧発生装置及びX線管装置に関する評価 100 0 100

1-4 フラットパネルディテクタに関する評価 150 70 220

1-5 画像観察モニタ及び操作環境に関する評価 220 20 240

1-6 デジタル画像処理装置に関する評価 180 40 220

1-7 被ばく低減機構に関する評価 120 30 150

1-8 手技支援機能に関する評価 160 10 170

1-9
画像保管、ネットワーク通信、患者登録に関する
評価

40 20 60

2-1 ガントリに関する評価 100 90 190

2-2 X線高電圧発生装置及びX線管装置に関する評価 100 10 110

2-3 X線検出器システムに関する評価 60 0 60

2-4 スキャンの性能・機能に関する評価 120 40 160

2-5
画像保管、ネットワーク通信、患者登録に関する
評価

100 30 130

2-6
操作コンソール及びコンピュータシステムに関する
評価

50 0 50

280 70 350

3 超音波診断装置に関する評価 40 10 50

4 周辺機器・物品類に関する評価 150 50 200

5 設置条件及び設置に伴う付帯工事に関する評価 40 0 40

6 保守業務に関する評価 50 10 60

（別紙7）

評価項目及び得点配分基準

（総計）

（性能・機能以外に関する評価項目）


